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「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは，法人等
の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり，
支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどう
かを，業務態様，指揮監督の有無，対価の額及び支払方
法等に関する具体的事情を総合的に考慮して，判断すべ
きである。 

 被上告人は，１回目の来日の直後から，上告人の従業員宅に居住
し，上告人のオフィスで作業を行い，上告人から毎月基本給名目で一
定額の金銭の支払を受け，給料支払明細書も受領していたのであり，
しかも，被上告人は，上告人の企画したアニメーション作品等に使用
するものとして本件図画を作成したのである。 

 これらの事実は，被上告人が上告人の指揮監督下で労務を提供し
，その対価として金銭の支払を受けていたことをうかがわせるものと
みるべきである。 
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